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IP通信網サービス契約約款 別冊（シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス） 【現改比較表】 2020年10月１日現在 

～2020年10月31日 2020年11月１日～ 

 

 

目次（略） 

第１条（略） 

（用語の定義） 

第２条（略） 

目次（略） 

第１条（略） 

（用語の定義） 

第２条（略） 
 

用  語 用   語   の   意   味 

１～13（略） （略） 

14 イーサネット利
用回線 

当社のUniversal Oneサービス契約約款（第１編に限り
ます。）に規定する契約者回線等（令和２年７月１日付で
Universal Oneサービス契約約款（第４編）に規定する
イーサネット通信サービスから契約移行したものに限り
ます。）であって、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約に
係るもの 

15～25（略） （略） 

26 第６種シェアー
ドＩＰ－ＰＢＸ利用
回線 

第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る
Universal One利用回線、ＩＰ通信網利用回線、イーサ
ネット利用回線、ＩＰ－ＶＰＮ利用回線又は特定加入者
回線 

27～47（略） （略） 

 

用  語 用   語   の   意   味 

１～13 (略) (略) 

14 削除 削除 

15～25（略） （略） 

26 第６種シェアード
ＩＰ－ＰＢＸ利用回
線 

第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係るUniversal 
One利用回線、ＩＰ通信網利用回線、ＩＰ－ＶＰＮ利用回
線又は特定加入者回線 

27～47 (略) （略） 
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第３条（略）～第73条（略） 

（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスの種類等） 

第73条の２ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスには、次の種類があります。 

種   類 内           容 

（略） （略） 

カテゴリー４ （略） 

カテゴリー５ イーサネット利用回線を使用してボイスモードの通信を
行うことができるもの 

カテゴリー６ （略） 

（略） （略） 
 

第３条（略）～第73条（略） 

（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスの種類等） 

第73条の２ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスには、次の種類があります 

種   類 内           容 

（略） （略） 

カテゴリー４ （略） 

  

カテゴリー６ （略） 

（略） （略） 
 

第73条の３～４（略） 

（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約申込みの承諾） 
第73条の５ 当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）第１項の申込
みがあった場合、その請求を承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、共通編第10条第２項に規定する場合又は次
の場合には、その第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約の申込みを承諾しないこと
があります。 

 (1) ＩＰ通信網利用回線に係る第２種契約者、第６種契約者、クローズドコンピ
ュータ通信網契約者若しくはＣＣＮグループの代表者、Universal One利用
回線に係る契約者若しくは代表契約者、イーサネット利用回線に係る契約者
若しくは代表者、ＩＰ－ＶＰＮ利用回線に係る契約者若しくはＶＰＮグルー
プ代表者、スマートＰＢＸ契約者（別冊(スマートＰＢＸサービス)に定める契
約者をいいます。）、Arcstar Contact Centerサービス契約者（Arcstar 
Contact Center契約約款に定める契約者をいいます。）又は当社が別に定め
る契約者の同意がないとき。 

（注）当社が別に定める契約者は、Arcstar UCaaS利用規約に定める契約者としま

す。 

(2)～(4)（略） 

第73条の３～４（略） 

（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約申込みの承諾） 
第73条の５ 当社は、共通編第10条（ＩＰ通信網契約申込みの承諾）第１項の申込み
があった場合、その請求を承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、共通編第10条第２項に規定する場合又は次の
場合には、その第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約の申込みを承諾しないことがあ
ります。 
(1) ＩＰ通信網利用回線に係る第２種契約者、第６種契約者、クローズドコンピ

ュータ通信網契約者若しくはＣＣＮグループの代表者、Universal One利用
回線に係る契約者若しくは代表契約者、ＩＰ－ＶＰＮ利用回線に係る契約者
若しくはＶＰＮグループ代表者、スマートＰＢＸ契約者（別冊(スマートＰ
ＢＸサービス)に定める契約者をいいます。）、Arcstar Contact Centerサ
ービス契約者（Arcstar Contact Center契約約款に定める契約者をいいま
す。）又は当社が別に定める契約者の同意がないとき。 

 
（注）当社が別に定める契約者は、Arcstar UCaaS利用規約に定める契約者とし

ます。 

 (2)～(4)（略） 
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第73条の５の２～８（略） 

（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者の発信番号通知） 

第 73条の９ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス（カテゴリー３タイプ４を除きます。）

に係る通信については、発信元のＩＰセントレックス番号を着信先へ通知します。 

ただし、次の場合はこの限りでありません。 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）料金表第１表に規定するＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号通知機能の提供を受けている場合は、

第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー３のタイプ５に係る者に限りま

す。）が指定したＩＰセントレックス番号（この機能を利用する第６種シェアードＩ

Ｐ－ＰＢＸ契約者が契約する第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約（カテゴリー１、カ

テゴリー２、カテゴリー３（タイプ５を除きます。）、カテゴリー４、カテゴリー５、

カテゴリー６及びカテゴリー７に係るものに限ります。）に係るＩＰセントレックス

番号に限ります。）を着信先へ通知します。 

２～３（略） 

第73条の５の２～８（略） 

（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者の発信番号通知） 

第 73条の９ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス（カテゴリー３タイプ４を除きます。）

に係る通信については、発信元のＩＰセントレックス番号を着信先へ通知します。 

ただし、次の場合はこの限りでありません。 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）料金表第１表に規定するＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号通知機能の提供を受けている場合は、

第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー３のタイプ５に係る者に限ります。）

が指定したＩＰセントレックス番号（この機能を利用する第６種シェアードＩＰ－ＰＢ

Ｘ契約者が契約する第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約（カテゴリー１、カテゴリー２、

カテゴリー３（タイプ５を除きます。）、カテゴリー４、カテゴリー６及びカテゴリー

７に係るものに限ります。）に係るＩＰセントレックス番号に限ります。）を着信先へ

通知します。 

２～３（略） 
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第73条の10（略） 

（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約に基づく権利の譲渡） 
第73条の11 当社は、共通編第13条（ＩＰ通信網約款に基づく権利の譲渡）第２項
の規定により第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ利用権（第６種シェアードＩＰ－Ｐ
ＢＸ契約者が第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約に基づいて第６種シェアードＩ
Ｐ－ＰＢＸサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡
の承認を求められたときは、共通編第13条第３項のほかＩＰ通信網利用回線に係
る第２種契約者、第６種契約者、クローズドコンピュータ通信網契約者若しくはＣ
ＣＮグループの代表者、Universal One利用回線に係る契約者若しくは代表契約
者、イーサネット利用回線に係る契約者若しくは代表者、ＩＰ－ＶＰＮ利用回線に
係る契約者若しくはＶＰＮグループ代表者、スマートＰＢＸ契約者、Arcstar 
Contact Centerサービス契約者又は当社が別に定める契約者の同意がないときを
除いて、これを承認します。 

（注）当社が別に定める契約者は、Arcstar UCaaS利用規約に定める契約者としま

す。 

第73条の10（略） 

（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約に基づく権利の譲渡） 
第73条の11 当社は、共通編第13条（ＩＰ通信網約款に基づく権利の譲渡）第２項
の規定により第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ利用権（第６種シェアードＩＰ－ＰＢ
Ｘ契約者が第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約に基づいて第６種シェアードＩＰ
－ＰＢＸサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡の
承認を求められたときは、共通編第13条第３項のほかＩＰ通信網利用回線に係る第
２種契約者、第６種契約者、クローズドコンピュータ通信網契約者若しくはＣＣＮ
グループの代表者、Universal One利用回線に係る契約者若しくは代表契約者、Ｉ
Ｐ－ＶＰＮ利用回線に係る契約者若しくはＶＰＮグループ代表者、スマートＰＢＸ
契約者、Arcstar Contact Centerサービス契約者又は当社が別に定める契約者の同
意がないときを除いて、これを承認します。 
 
（注）当社が別に定める契約者は、Arcstar UCaaS利用規約に定める契約者としま
す。 

 

第73条の11の１～第74条（略） 

（付加機能の提供上の条件） 
第74条の２（略） 

第74条の２の２ 当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー３のタイプ５

に限ります。）から付加機能（ＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号通知機能に限ります。以下この条に

おいて同じとします。）の請求があったときは、共通編第18条（付加機能の提供）のほか、

その第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー３のタイプ５に限ります。）が第

６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３（タイ

プ５を除きます。）、カテゴリー４、カテゴリー５、カテゴリー６及びカテゴリー７に係

る者に限ります。）と同一の者とならないときは、付加機能を提供しません。 

第73条の11の１～第74条（略） 

（付加機能の提供上の条件） 
第74条の２（略） 

第74条の２の２ 当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー３のタイプ５に

限ります。）から付加機能（ＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号通知機能に限ります。以下この条におい

て同じとします。）の請求があったときは、共通編第18条（付加機能の提供）のほか、その

第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー３のタイプ５に限ります。）が第６種シ

ェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー３（タイプ５を除

きます。）、カテゴリー４、カテゴリー６及びカテゴリー７に係る者に限ります。）と同一

の者とならないときは、付加機能を提供しません。 
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第74条の３～第88条（略） 

別記 
１ 電話番号の普通案内及び重複案内 

(1) シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス（カ
テゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー４、カテゴリー５、カテゴリー６又はカ
テゴリー７に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この項において
同じとします。）は、ＩＰセントレックス番号の普通案内（１の氏名、名称又は
称号につき１のＩＰセントレックス番号を案内することをいいます。以下同じと
します。）に係る請求をしその承諾を受けたときは、料金表第３表（附帯サービ
スに関する料金）第２（電話番号案内料）に規定する普通案内料の支払いを要し
ます。 

 (2) （略） 
２ 電話帳の普通掲載 

(1) 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサ
ービス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー４、カテゴリー５、カテゴリ
ー６又はカテゴリー７に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この
項において同じとします。）から請求があったときは、ＩＰセントレックス番号
に普通掲載として次の事項を掲載します。 
ア～ウ（略） 

(2)～(4)（略） 
３ 電話帳の掲載省略 

当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサー
ビス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー４、カテゴリー５、カテゴリー６
又はカテゴリー７に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この項に
おいて同じとします。）から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。 

４ 電話帳の重複掲載 
(1) 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサ
ービス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー４、カテゴリー５、カテゴリ
ー６又はカテゴリー７に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この
項において同じとします。）から、普通掲載のほか、別記２（電話帳の普通掲載）
に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳
に掲載します。 
ア～イ（略） 

(2)～(3)（略） 
５～７（略） 

第74条の３～第88条（略） 

別記 
１ 電話番号の普通案内及び重複案内 

(1) シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービス（カ
テゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー４、カテゴリー６又はカテゴリー７に係
るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この項において同じとします。）
は、ＩＰセントレックス番号の普通案内（１の氏名、名称又は称号につき１のＩ
Ｐセントレックス番号を案内することをいいます。以下同じとします。）に係る
請求をしその承諾を受けたときは、料金表第３表（附帯サービスに関する料金）
第２（電話番号案内料）に規定する普通案内料の支払いを要します。 

 
 (2) （略） 
２ 電話帳の普通掲載 

(1) 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサー
ビス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー４、カテゴリー６又はカテゴリ
ー７に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この項において同じと
します。）から請求があったときは、ＩＰセントレックス番号に普通掲載として
次の事項を掲載します。 
ア～ウ（略） 

(2)～(4)（略） 
３ 電話帳の掲載省略 

当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービ
ス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー４、カテゴリー６又はカテゴリー７
に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この項において同じとします。）
から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。 

４ 電話帳の重複掲載 
(1) 当社は、シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約者（第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサー
ビス（カテゴリー１、カテゴリー２、カテゴリー４、カテゴリー６又はカテゴリ
ー７に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下この項において同じと
します。）から、普通掲載のほか、別記２（電話帳の普通掲載）に規定する掲載
事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。 

 
ア～イ（略） 

(2)～(3)（略） 
５～７（略） 
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料金表  

通則（略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

第１ 利用料金 

１～４（略） 

５ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約に係るもの 

５－１（略） 

５－２ 料金額 

５－２－１ 利用料 

 ア～エ（略） 

オ カテゴリー５ 

単 位 料 金 額 

１の契約ごとに月額 580円（638円） 

   カ～キ（略） 

料金表  

通則（略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

第１ 利用料金 

１～４（略） 

５ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契約に係るもの 

５－１（略） 

５－２ 料金額 

５－２－１ 利用料 

 ア～エ（略） 

オ 削除 

 

 

カ～キ（略） 
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５－２－２ 付加機能利用料 

                                  （月額） 

区 分 単 位 料 金 額 

（略） （略） （略） 

通信チャネ
ル追加機能 

（略） （略） （略） 

オ カテゴリー
５に係るもの 

１の通信チャ
ネルごとに 

580円(638円) 

（略） （略） （略） 

(略) （略） （略） 
 

５－２－２ 付加機能利用料 

                                   （月額） 

区 分 単 位 料 金 額 

（略） （略） （略） 

通信チャネ
ル追加機能 

（略） （略） （略） 

オ 削除 削除 削除 

（略） （略） （略） 

(略) （略） （略） 
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５－２－３～５－２－４、第２（略） 

第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

 １ 適用（略） 

２ 工事費の額 

2－1～２-３(略) 

２－４ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに関するもの 

 （略） 

区     分 単 位 工事費の額 

ア 
交 換
機 等
工 事
費 

(ア ) 利用
の開始に関
する工事の
場合 

カテゴリー１（タイプ２を除きま
す。）、カテゴリー２、カテゴリー
３、カテゴリー４、カテゴリー５
又はカテゴリー６のもの 

１ の 契
約 ご と
に 

2,000円
（2,200円） 

（略） （略） （略） 

 (イ ) 上記
以外に関す
る工事の場
合 

カテゴリー１（タイプ２を除きま
す。）、カテゴリー２、カテゴリー
３（タイプ５を除きます。）、カテ
ゴリー４、カテゴリー５又はカテ
ゴリー６のもの 

１ の 契
約 ご と
に 

2,000円
（2,200円） 

（略） （略） （略） 

(略) （略） （略） （略） （略） 

 

 

５－２－３～５－２－４、第２（略） 

第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

 １ 適用（略） 

２ 工事費の額 

2－1～２-３(略) 

２－４ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに関するもの 

 （略） 

区     分 単 位 工事費の額 

ア 交
換機等
工事費 

(ア ) 利用
の開始に関
する工事の
場合 

カテゴリー１（タイプ２を除きま
す。）、カテゴリー２、カテゴリー
３、カテゴリー４又はカテゴリー
６のもの 

１ の 契
約 ご と
に 

2,000円
（2,200円） 

（略） （略） （略） 

 (イ ) 上記
以外に関す
る工事の場
合 

カテゴリー１（タイプ２を除きま
す。）、カテゴリー２、カテゴリー３
（タイプ５を除きます。）、カテゴ
リー４又はカテゴリー６のもの 

１ の 契
約 ご と
に 

2,000円
（2,200円） 

（略） （略） （略） 

(略) （略） （略） （略） （略） 
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第３表～料金表別表１（略） 

料金表別表２ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸに係る付加機能 

区   分 提 供 条 件 

１～11（略） （略） 

12 メンバーズネット機能

（タイプ１） 

（略） 

(１)当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ

契約者（カテゴリー１、カテゴリー２、カ

テゴリー４、カテゴリー５、カテゴリー６

及びカテゴリー７に係る者に限ります。）

に、この機能を提供します。この場合にお

いて、追加機能の提供については、料金表

に定めるところによります。 

（略） 

13 メンバーズネット機能

（タイプ２） 

（略） 

(１)当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ

契約者（カテゴリー１、カテゴリー２、カ

テゴリー４、カテゴリー５、カテゴリー６

及びカテゴリー７に係る者に限ります。）

に、この機能を提供します。 

この場合において、追加機能の提供につい

ては、料金表に定めるところによります。 

（略） 

14  理由表示値通知機能 当社は、第６種シェアードＩＰ－Ｐ

第３表～料金表別表１（略） 

料金表別表２ 第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸに係る付加機能 

区   分 提 供 条 件 

１～11（略） （略） 

12 メンバーズネット機能

（タイプ１） 

（略） 

(１)当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契

約者（カテゴリー１、カテゴリー２、カテ

ゴリー４、カテゴリー６及びカテゴリー

７に係る者に限ります。）に、この機能を

提供します。この場合において、追加機能

の提供については、料金表に定めるとこ

ろによります。 

（略） 

13 メンバーズネット機能

（タイプ２） 

（略） 

(１)当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契

約者（カテゴリー１、カテゴリー２、カテ

ゴリー４、カテゴリー６及びカテゴリー７

に係る者に限ります。）に、この機能を提供

します。 

この場合において、追加機能の提供につい

ては、料金表に定めるところによります。 

（略） 

14  理由表示値通知機能 当社は、第６種シェアードＩＰ－ＰＢ
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（略） 

 

ＢＸ契約者（カテゴリー１、カテゴリー

２、カテゴリー４、カテゴリー５又はカ

テゴリー６に係るもの（付加機能（メン

バーズネット機能（タイプ１）及びメン

バーズネット機能（タイプ２）に限りま

す。）を利用する場合を除きます。）に

限ります。）に、この機能を提供します。 

15（略） （略） 

16 ＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号

通知機能 

 

  この機能を利用する第

６種シェアードＩＰ－ＰＢ

Ｘ契約（カテゴリー３のタイ

プ５に係るものに限りま

す。）に係るＩＰセントレッ

クス番号から行う通話につ

いて、そのＩＰセントレック

ス番号に替えて指定のＩＰ

セントレックス番号（この機

能を利用する第６種シェア

（略） 

（略） 

 

Ｘ契約者（カテゴリー１、カテゴリー２、

カテゴリー４又はカテゴリー６に係る

もの（付加機能（メンバーズネット機能

（タイプ１）及びメンバーズネット機能

（タイプ２）に限ります。）を利用する場

合を除きます。）に限ります。）に、この

機能を提供します。 

15（略） （略） 

16 ＩＰ Ｖｏｉｃｅ番号

通知機能 

 

  この機能を利用する第

６種シェアードＩＰ－ＰＢ

Ｘ契約（カテゴリー３のタイ

プ５に係るものに限りま

す。）に係るＩＰセントレッ

クス番号から行う通話につ

いて、そのＩＰセントレック

ス番号に替えて指定のＩＰ

セントレックス番号（この機

能を利用する第６種シェア

（略） 
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ードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カ

テゴリー３のタイプ５に係

る者に限ります。）が契約す

る第６種シェアードＩＰ－

ＰＢＸ契約（カテゴリー１、

カテゴリー２、カテゴリー３

（タイプ５を除きます。）、カ

テゴリー４、カテゴリー５、

カテゴリー６及びカテゴリ

ー７に係るものに限ります。

以下、本欄において「通知元

第６種シェアードＩＰ－Ｐ

ＢＸ契約」といいます。）に

係るＩＰセントレックス番

号に限ります。）を着信先に

通知する機能 
 

ードＩＰ－ＰＢＸ契約者（カ

テゴリー３のタイプ５に係

る者に限ります。）が契約す

る第６種シェアードＩＰ－

ＰＢＸ契約（カテゴリー１、

カテゴリー２、カテゴリー３

（タイプ５を除きます。）、カ

テゴリー４、カテゴリー６及

びカテゴリー７に係るもの

に限ります。以下、本欄にお

いて「通知元第６種シェアー

ドＩＰ－ＰＢＸ契約」といい

ます。）に係るＩＰセントレ

ックス番号に限ります。）を

着信先に通知する機能 
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 IP通信網サービス契約約款 共通編 

附 則（令和２年９月９日 APS1サ第00687246号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和２年11月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 


